
はじめに　　i

はじめに

　本書は，①法学部生，②法学部卒業生，そして，③若手弁護士や
若手法務担当者等の，現在または将来において何らかの法律に関わ
る仕事に就いているか，または就くことを考えている人のための，
キャリアに関する本である。
　筆者は 2007 年の弁護士登録以来，約 17 年の経験を持つ企業法務
弁護士である。とりわけ，技術発展に対応した労働形態の変化や，
AI 時代において弁護士・法務担当者が直面する課題等について研
究を続けており，2015 年に「ロボットと労働法」の研究発表を行
い，2019 年には『AI・HR テック対応 人事労務情報管理の法律実
務』（弘文堂）を著した。そして，学習院大学法学部非常勤講師と
して企業法務の授業を担当し，法学部生が将来企業法務に携わる可
能性を見据え，2022 年には当該授業の教科書である『キャリアデ
ザインのための企業法務入門』（有斐閣）を著した。また，2023 年
には『キャリアプランニングのための企業法務弁護士入門』（有斐

閣）を著した。加えて同年には，生成 AI がもたらすキャリアへの
インパクトを検討した『ChatGPT の法律』（共著，中央経済社）お
よび『Chat　GPT と法律実務』（弘文堂）を著した。このような研究
の蓄積を踏まえ，筆者は 2024 年 4 月から，学習院大学法学部で

「特設基礎講義（キャリア・エデュケーション：法学部生のためのキ

ャリア入門）」という講義を担当することとなった。本書はその教
科書として執筆したものであり，有斐閣が出版する筆者の「キャリ
ア」シリーズ第三弾に位置付けられる。
　俗に「法学部は潰しが効く」と言われる。このようなフレーズは，
多くの場合には将来のキャリアの可能性が無限大だというプラスの
意味合いがある。確かに，法学部生やその卒業生が，その 4 年間の
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ii　　　　　

学びを活かして発展させることができるキャリアには幅広いものが
ある。上記「特設基礎講義（キャリア・エデュケーション：法学部生

のためのキャリア入門）」においては，法務責任者・担当者，弁護士，
公務員，経営者，コンサルタント，キャリアコーディネーター等，
様々な経験を持つ方々をゲスト講師にお招きする予定である。
　もっとも，可能性が豊富であることは，キャリアの袋小路で迷子
になる可能性をも高めている。人生は，何歳からでも新しい挑戦が
できるという意味では十分に長いものの，法学部の学びを活かすこ
とのできる全てのキャリアを経験するには短すぎる。
　だからこそ筆者は，なるべく早い段階から（学生の頃が最も望ま

しいが，全ての人にとって，「今」こそがこれからの人生において一番

若いタイミングである）真剣にキャリアデザインに関する検討を開
始することが重要だと考える。実際には計画通りに行かず，途中で
予定変更が発生する。そのことは十分に理解した上で，それでも，
まずは学生のうちから自分のありたい将来像を真剣に検討し，そこ
から振り返って今やるべきことを考え，実践すべきである。
　そのような対応の際の参考になるよう，本書は前半で，キャリア
を考える上で重要と思われる事項をまとめ，後半で，企業内法務

（第 8 章），法曹（第 9 章），公務員（第 10 章）および立法に関与す
るキャリア（第 11 章）について述べる。最後に，AI・リーガルテ
ック時代のキャリア（第 12 章）について述べる。既にキャリアデ
ザインに関する書籍は多数存在しており，その一部は本書でも参照
している。その中で，本書は法学部生や法律・法務系のキャリアに
フォーカスしているところに特徴がある。
　読者のみなさんは，「そもそも法学部は潰しが効くのか？」「もう
法学部はそこまでの人気はないし，法学部だからといって法律の勉
強を本気でやってもあまり意味がないのではないか？」「キャリア
の話ってどうしてこんなにややこしくて分量が多いんだ？」「『これ
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はじめに　　iii

が正解だ』というスパッとわかりやすい説明がほしい」などなど，
キャリアに関する様々な疑問や不安を持っているのではないだろう
か。本書はこれら全てに対してクリアに回答するものではない。し
かし，筆者は，2021 年から『キャリアデザインのための企業法務
入門』の元となる授業（2024 年からは「特設基礎講義（キャリア・

デザイン：企業法務）」という名称で学習院大学法学部にて開講）等，
キャリアに関する授業や講演を行い，その中で，同様の疑問を有す
る学生の皆さんと対話を重ねてきた。そこで，これらの筆者自身の
経験を踏まえ，多くの方が疑問に感じる点についても可能な限り踏
み込んだ回答をしたつもりである。本書が読者のみなさんの将来に
とって少しでも役に立てば幸甚である。

2024 年 2 月　　松 尾 剛 行
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1　大学生一般とキャリアの関係　　1

第1章
法学部生のキャリアの可能性

1　大学生一般とキャリアの関係

⑴　本書の位置付け
　キャリア（career；経歴）は，広義では生涯を通じた役割に関す
る経歴を意味し，職業生活以外にも，社会活動や家庭生活等をも含
む概念である。しかし，本書では職業生活の側面を主に論じる 1）。
　既に多くの大学において，キャリアデザインの講義が設けられ，
また，キャリアセンターが就職活動の指導をしてくれる。さらに，
キャリアデザインについては既に多数の書籍が存在する。その中で，
本書は，法学部生・法律関係のキャリアに特化し，社会に出てから
役に立つ内容を説明しようと試みる点に特色がある 2）。
　医学の進展により，健康年齢の伸長が期待される中，既に 70 歳
までの雇用継続が努力義務となっている（高年齢者雇用安定法 10 条

の 2）。将来は，これまでにない程長い間働き続けられる時代が来
るだろう。このような動きには，長く働き続けるオプションを持つ
ことができるなどの肯定的な側面があることは間違いない。ただし，
老後のためには 2000～3000 万円の貯蓄が必要などともいわれる。

1）　岩上 = 大槻編・大学生のためのキャリアデザイン入門 i 頁・47 頁。
2）　本書を教科書として利用する，「特設基礎講義（キャリア・エデュ

ケーション：法学部生のためのキャリア入門）」も同様の特色を有す
る。
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2　　第 1 章　法学部生のキャリアの可能性

気が進まないのに生活のために働き続ける必要が出てくるかもしれ
ず，単に選択肢が増えるだけの話なのかは疑問が残る。加えて，
AI 等のテクノロジーによって労働関係も変容すると予測されてい
る（→第 12 章および大内・AI 時代の働き方と法参照）。
　このようなキャリアに関する激動の中，もはや準備されたルート
を誰かに言われるがままに歩めば良い時代ではなくなっている。つ
まり，最終的にどのようなキャリアを歩むかは，読者のみなさん自
身で決めるしかない。本書はそれを検討する上で，参考になりうる
視点を複数示すことで，読者に考察を深めてもらうことを試みてい
る。もちろん，「今まで考えたこともない視点が提供され，キャリ
アデザインが思っていたより難しいことがわかった」と思われる方
も少なくないだろう。しかし，そのような難しさについて，将来，
キャリア上の困難に直面した際などに初めて思い知るよりは，今の
うちに理解しておいた方がよいだろう。

⑵　キャリアについて考える必要性の高まり
　法学部入学時点で将来のキャリア像を思い描いている人もいるだ
ろうし，そうでなくても学部 3，4 年生にもなれば就職活動やその
準備の中で自分のキャリアを真剣に考える必要が出てくる。
　現代では，「ライフコースの個人化」といって，特定の標準的な

「生き方」が押し付けられるのではなく，自分で好きな生き方を選
択することができる 3）。その結果，従来型の，キャリアドリフト

（就職先の会社の人事部等のキャリアに詳しい人に，自分のキャリアを

決めてもらう）ではなく，キャリアデザイン（自分のキャリアは自分

で作り上げる）を選択する人が増加している 4）。
　確かに将来のキャリアを作り上げる自由があること自体はすばら

3）　岩上 = 大槻編・大学生のためのキャリアデザイン入門 180─182 頁。
4）　稲葉ほか・キャリアで語る経営組織 107 頁。
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1　大学生一般とキャリアの関係　　3

しい。しかし，これまで親などに「いい中学校，いい高校，いい大
学に行きなさい」と言われていた人が，大学に入った途端，急に

「自由にキャリアをデザインしなさい」と言われても，戸惑ってし
まうかもしれない 5）。
　このように，キャリアにおいて戸惑う人が多い時代だからこそ，
キャリアについて真剣に考える必要性が高まっている。

⑶　ゲームのルールが変わる
　大学入試までは「正解」があった。しかし，社会人の世界には大
学入試でいうような「正解」は存在しない。例えば，企業で法務部
門の担当者（→第 8 章）は，以下のような状況に直面し得る。

事例：社長が公共プロジェクトを獲得するため，「コンサルティン
グ会社」に，5億円という巨額のコンサルティング報酬を渡すと
決めた。しかし，この企業は公式ウェブサイトも，コンサルティ
ングを行った実績もなく，有力政治家の配偶者が唯一の役員であ
る。法務担当者のあなたは，社長が，ペーパーカンパニーである
同社を通じて有力政治家に賄賂を贈ろうとしているのではない
か，と疑っている。

　このような場面でもちろん「誤り」は存在する 6）。例えば，形
式がコンサルティング報酬なので何も問題がないとすることは明ら
かな「誤り」である。しかし，どうやって社長にコンサルティング
報酬を渡すことを断念させるかに関する「正解」はない 7）。むし
ろ自分で「何を正解にしたいか」を考え，上司や他部門等，周囲を
巻き込んで説得し，それを正解にしていく必要がある 8）9）。

事例：社長が公共プロジェクトを獲得するため，「コンサルティン
グ会社」に，5億円という巨額のコンサルティング報酬を渡すと
決めた。しかし，この企業は公式ウェブサイトも，コンサルティ
ングを行った実績もなく，有力政治家の配偶者が唯一の役員であ
る。法務担当者のあなたは，社長が，ペーパーカンパニーである
同社を通じて有力政治家に賄賂を贈ろうとしているのではない
か，と疑っている。

5）　岩上 = 大槻編・大学生のためのキャリアデザイン入門 126─127 頁
参照。

6）　松尾・キャリアプランニング 3 頁。
7）　松尾・キャリアプランニング 14 頁参照。
8）　松尾・キャリアプランニング 4 頁。
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4　　第 1 章　法学部生のキャリアの可能性

　社会人の世界に正解がない点はキャリアについても同様である。
社内のキャリアパス（→第 3 章 2）を駆け上がる上で重要な人事評
価（→第 3 章 4）は，このような「周囲を説得できるか」というコ
ミュニケーションの部分を踏まえて決まる。頭のいい人や，速く正
確に書類を作ることができる人が必ずしも組織内で高く評価される
わけではない。その頭の良さを活かし，その書類を具体的な案件に
おいて活用できなければ「宝の持ち腐れ」になりかねない。このよ
うに，社会人として仕事をする上での「ゲームのルール」は，高校
までとは大きく変わるのである。

⑷　大学教育とキャリアの関係
　そして，このゲームのルールの変更に対応するための期間が 4 年
間の大学生活であると評することも可能だろう。
　大学における学びを通じて，課題設定，仮説設定，情報収集，仮
説の検証，残された課題の確認を行う等の能力を培うことができる。
また，グループワークにおける同級生等からのアドバイスを受けて
より良いアウトプットにしていくプロセスは，企業における課題解
決に向けたプロセスと類似する。大学では，今後の社会で活かすこ
とのできる，正解がない事項に対応するための基礎を身につけるこ
とができる 10）。
　例えば，法学の授業の中で，教員が他の学者の見解や最高裁の判
例を批判することもある。期末試験で高い評価を得る上で，答案作
成の際に必ずしもその教員の考えを採用する必要はないものの，な
ぜ自分がその見解を採用したのかは説得的に記述しなければならな

9）　例えば，法務部長から社長に伝えてもらう，顧問弁護士から違法
という意見書をもらう，社外役員（社外取締役・社外監査役）から取
締役会で止めるよう申し入れてもらう等の対応が考えられる。

10）　藤村編・考える力を高めるキャリアデザイン入門 23─26 頁。
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2　法学部生とキャリアの関係　　5

い（この点は司法試験や予備試験〔→第 9 章 2〕の論文式試験にも当

てはまる）。このような，授業や試験に向けた勉強を通じて，説得
的な論理構築の作法を学ぶことができる。
　また，少人数の演習等，グループワークを含む授業も多い。その
ような授業では，いかにグループで協力し，グループとしてよりよ
い結果を生み出すか，というコミュニケーション能力を培うことが
できる。さらに，レポートやパワーポイント資料（グループワーク

に基づくものを含む）の作成と発表は，リサーチをした上で他の人
の見解を踏まえながら自分の考えをいかに説得的な形でまとめるか
という実践の機会でもある。つまり，大学は正解がない問題への取
り組み方を学ぶ機会を与えてくれる，ということである（なお，サ

ークル活動等においても同様の学びを得る機会があるだろう）。
　このように，社会に出てからは，ゲームのルールが違うところ，
大学（特に法学部）における学びを活かすことで，社会人としてよ
りよくキャリアを形成することができる。だからこそ，大学の勉強
においては，単位さえ取ればいいという姿勢で臨むのではなく，ぜ
ひ積極的に取り組んでほしい。

2　法学部生とキャリアの関係

⑴　ルールに基づく処理
　末弘厳太郎博士（1888─1951）は，法学部での学びがいかに社会
で活きるかについて，以下のとおり述べている。少し長いが引用し
よう。

　「一定の規準を立てて，大体同じような事には同じような取扱い
を与えて，諸事を公平に，規則的に処理しなければならない。たま
たま問題になっている事柄を処理するための規準となるべき規則が
あれば，それに従って解決してゆく。特に規則がなければ，先例を
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6　　第 1 章　法学部生のキャリアの可能性

調べる。そうして前後矛盾のないような解決を与えねばならない。
また，もし規則にも該当せず，適当な先例も見当らないような場合
には，将来再びこれと同じような事柄が出てきたならばどうするか
を考え，その場合の処理にも困らないような規準を心の中に考えて
現在の事柄を処理してゆく。かくすることによって初めて，多数の
事柄が矛盾なく規則的に処理され，関係多数の人々にも公平に取り
扱われたという安心を与えることができるのであって，法学的素養
の価値は，要するにこうした物事の取扱い方ができることにある。
法学教育を受けた人間が，ひとり裁判官，弁護士のような専門法律
家としてのみならず，一般の事務を取り扱う事務官や会社員等とし
ても役立つのは，彼らが右に述べたような法学的素養を持つからで
ある。」
末弘厳太郎「新に法学部に入学された諸君へ」法律時報 9 巻 4 号

（1937 年）16─18 頁より

　社会人は様々な事務を処理していく必要があり，ともすると，場
当たり的に物事に対処しがちになる。しかし，法学的素養を習得す
ることによって，ルールに従った首尾一貫した解決をすることがで
きる。このような規則正しい処理は，法律を扱う仕事以外に従事す
る場合においても重要である。上記の末弘博士の言葉は実に 90 年
近く前のものだが，今なお通用する。
　だからこそ，法学教育は，たとえ法律を直接扱わなくとも今後の
キャリアの発展に役に立つ。その意味では，例えば法学部以外の学
部出身者が法務等の仕事を通じて法学のものの考え方を学ぶことに
より，キャリア発展につなげることも可能だろう 11）。

⑵　世の中の見方に関する新たな視点の獲得
　法学部に入り，法律を学ぶことで「法律のメガネ」をかけて世の
中を見ることができるようになる 12）。植物の名前を知ると，「雑

11）　なお，近年 STEM（Science, Technology, Engineering & Mathemat-
ics）教育の重要性が説かれているところ，このようないわゆる理系
の素養も一定程度あればまさに「鬼に金棒」である。
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3　キャリアを考える上での基礎知識　　7

草」がそれぞれ異なる草花として見え，薬草だと分かることもある。
これと同様に，法律を知ることで，新たな視点を獲得することがで
きる。
　このような視点がキャリアにおいて意味を持つこともある。例え
ば，法律以外の視点から物事が議論されているときに，「この問題
を法律の観点から考えると，異なる見方ができる」という新たな切
り口を持ち込むことで，独自の価値を発揮することができる。

⑶　法律・法務系キャリアの基礎知識の習得
　そして，本書の後半（→第 8 章以下）において取り上げる法律・
法務系のキャリアを発展させる上では，ある程度以上の法律知識や
応用力が必要である。その場合に法学部で学ぶ内容はそのような応
用の前提となる基礎知識であり，まさにキャリアの礎となり得る。

3　キャリアを考える上での基礎知識

⑴　キャリアを知る
　法学部での学びを今後のキャリアに活かす上で，まずはキャリア
に関する基礎知識を得ることが重要である。基礎知識がない中では
良い考えはまとまらない。人的資本経営（→第 2 章）・新卒一括採
用・終身雇用制・転職・メンバーシップ型雇用・ジョブ型雇用（→

第 3 章）・リスキリング（→第 4 章）・副業・自営的就労（→第 6 章）

等のキャリアに関連する基本的な概念を学び，それを踏まえて考え
る必要がある。

12）　小谷昌子「医事法──医療に関する法律問題を考究する」法学教
室 487 号（2021 年）別冊付録「法学科目のススメ」23 頁。
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8　　第 1 章　法学部生のキャリアの可能性

⑵　ビジネスを知る
　どのようなキャリアを選ぶとしても，キャリアとビジネスは，切
っても切り離せない関係にある。つまり，企業が営んでいるビジネ
スに応じて，従業員の業務内容や，従業員に求められるものが変わ
ってくる（→第 2 章 4）。そこで，自分が将来所属する可能性がある
業界や企業を研究し，ビジネスの将来性や，労働者への還元状況等
を踏まえてキャリアに関する意思決定をすることが考えられる。
　学生のみなさんに身近なアルバイトやインターンはビジネスを知
る 1 つの良い方法であるが，それだけ

4 4 4 4

では狭い範囲の理解にとどま
ってしまうおそれもある。ビジネスの全体像を知るためには，そこ
で得た「経験」を基礎として理論面も勉強をしていく必要がある。

⑶　法律・法務と関係するキャリアを知る
　法学部出身者が法律と直接関係のない仕事をする場合でも，法学
部での学びが役に立つことは前述のとおりである（→2）。
　もっとも，法学部の学びを直接的に活かすという趣旨で，法律・
法務と関係するキャリアを検討することに意味がある。
　本書は，企業法務（→第 8 章），法曹（→第 9 章），公務員（→第

10 章），立法への関与（→第 11 章）等のキャリアを取り上げている。

⑷　自分のキャリアに影響を与える側の視点を知る
　自分のキャリアは他人に大きく影響される。例えば，就職活動に
おける内定や，就職した後の人事異動は，いわば「他人」である採
用担当者や人事部の判断に基づく。弁護士になって希望する特定の
分野の事件を依頼されるかどうかも依頼者の判断次第である。そこ
で，自分のキャリアに影響を与える相手の立場から自分がどう見え
るか，その立場からチャンスを与えたい人になるにはどうするかと
いう観点でキャリアを考えることが重要である。
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4　過去・現在・未来

⑴　バックキャスト思考でチャンスをつかみ取る
　一般論として，実績がないと声がかからないし，たとえ声がかか
っても，実力がないと，成果を出して次につなげることができない。
そのような中で，「実績がないために声がかからない結果，経験を
積むことにより実力を向上させることができない」という負の連鎖
が発生することもある。また，「経験不足で実力が向上しない」と
いう部分はあるとしても，実力そのものを向上させなければ，仮に
チャンスを得ても，次の経験につなげることは難しい。
　だからこそ，過去・現在・未来という視点を基に実績を獲得して
いくことが重要になる。過去に全く同じ実績はないとしても，自分
には過去の経験を踏まえて現在の状況に対応する能力があるから将
来に向けてチャンスが欲しい旨を説明するべきである 13）。
　希望する仕事に必要な能力，経験，資格等が最初からきれいにそ
ろっている人はいない。だからこそ，将来自分の希望するキャリア
を実現したいのであれば，まずは自分の希望するキャリアがどのよ
うなものかを明確にし，次にそこから逆算して，当該キャリアをつ
かみ取るために必要な能力，経験，資格等を考え，そしてその能力
等を獲得するために，今何をすればいいか，という順番で考えるこ
とが適切だろう（これは将来から現在へという方向で思考する，いわ

ゆるバックキャスト思考をキャリアに応用したものである）。
　なお，新卒採用においてもこのフレームワークは利用可能である。

13）　一般には，①誰に，②何を伝えて，③何をしてもらうか，という
3 点を考えるとよい。例えば，①就職面接の面接官に，②自分がその
仕事に適任だと伝えて，③内定を出してもらう，といったイメージで
ある。
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例えば，「このような条件を満たす会社に入りたい」という展望を
基に，「そのような会社の求める人物像」を踏まえ，「大学時代に力
を入れたことや資格等を基に自分の（潜在）能力を証明して内定を
獲得する」という観点から，その前提で大学生のどの時期に何をす
るかを検討することが考えられる。

⑵　職務経歴書をデザインする
　このような観点でキャリアを考える場合には，自分の「職務経歴
書」をデザインするというイメージを持つことが有用である。職務
経歴書とは，転職の際に利用する，キャリアにおける具体的な経験
と，その経験に基づきどのような能力を持っているか（そしてそれ

を基に転職先でどのような貢献ができるか）を説明した文書である。
例えば，以下のようなものが挙げられる。

〈時期〉2025 年から 2028 年にかけ，
〈立場〉企業法務部門のM&Aチームの担当者として，
〈業務内容〉先輩および上司（チーム長）と協力しながら，外国企
業とのM&Aプロジェクトについて，日本の弁護士と現地の弁護
士と事業部門の間のコミュニケーションを行った。

〈実績〉重層的に適用され，時には相矛盾する日本と現地の法制度
や規制を踏まえながら適法かつ安全に現地企業を買収した。

〈獲得した能力〉この経験を通じて，複雑かつ困難な案件の法務対
応能力とともに，外国企業である売主や現地弁護士等に，現地の
慣習との相違を踏まえ，日本独自の背景事情を噛み砕いて伝える
コミュニケーション能力等の，国際取引に必要な能力も培った。

　将来の転職等を想定し，職務経歴書を基に自分に内定を出すべき
旨を説得するという観点から，バックキャスト思考（→⑴）を用い
て，現時点でなすべきことを決めていくべきである。すなわち，未
来の特定の時点（転職が想定される時期）までに，それを裏付ける

〈時期〉2025 年から 2028 年にかけ，
〈立場〉企業法務部門のM&Aチームの担当者として，
〈業務内容〉先輩および上司（チーム長）と協力しながら，外国企
業とのM&Aプロジェクトについて，日本の弁護士と現地の弁護
士と事業部門の間のコミュニケーションを行った。

〈実績〉重層的に適用され，時には相矛盾する日本と現地の法制度
や規制を踏まえながら適法かつ安全に現地企業を買収した。

〈獲得した能力〉この経験を通じて，複雑かつ困難な案件の法務対
応能力とともに，外国企業である売主や現地弁護士等に，現地の
慣習との相違を踏まえ，日本独自の背景事情を噛み砕いて伝える
コミュニケーション能力等の，国際取引に必要な能力も培った。
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